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令和2年1月7日

第73期司法修習生各位

事務局総務課庶務第二係

連絡先届の提出について（事務連絡）

標記の届について， 「司法修習生の規律等について」第4の5の定めに基づき，

届け出の必要があります。

ついては，別添の届に必要事項を記入し， 1月8日（水）までに， 当係カウンタ

ーへ提出してください。
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東京地方裁判所長殿

連絡先届（第73期A班司法修習生）
令和2年 月 日
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現住所

口住民票又はその写し(ただし,マイナンバーの記載がないものに限る）
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口添付書類を提出できない事情
口住民票を現住所に異動していないため
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した場合）

□その他の事情(できるだけ詳しく）
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口上配現住所と同じ

(該当する場合は，□にチェックすれば足りる｡）

※黒のペン又はボールペンで記入すること。

※この連絡先届記載の内容は，配属庁会又は司法研修所から司法修習生に対して連絡を取る
場合や, その他修習に関する事務（修習給付金に関する事務を含む）のために利用する。

した事項に変更が※ ったときは． やかにその 会に
提出すること。


